
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
十
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 
 

 

広
島
県
規
則
第
八
十
六
号 

 
 
 

郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則 

（
出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

出
納
員
そ
の
他
の
会
計
職
員
の
任
命
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
三

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
官
製
は
が
き
」
を
「
郵
便
葉
書
」
に
改
め
る
。 

 

（
広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

広
島
県
会
計
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
規
則
第
二
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 

 
 

第
三
条
第
一
項
中
「
日
本
郵
政
公
社
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第

九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
日
本
郵
政
公
社
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 
 

一 

県
税 

 
 

第
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
四
項
中
「
日
本
郵
政
公
社
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
」
に
改
め

る
。 

 
 

第
二
十
四
条
第
三
項
中
「
若
し
く
は
支
店
又
は
郵
便
局
」
を
「
又
は
支
店
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
五
条
第
四
項
中
「
日
本
郵
政
公
社
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
郵
便
局
又
は
」
を
削
る
。 

 
 

第
四
十
九
条
第
一
項
第
一
号
中
「
小
切
手
又
は
」
を
「
小
切
手
等
（
令
第
百
五
十
六
条
第
一
項
第
一
号

に
規
定
す
る
小
切
手
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
に
、
「
小
切
手
で
」
を
「
小

切
手
等
で
」
に
、
「
呈
示
期
間
」
を
「
権
利
の
行
使
の
た
め
定
め
ら
れ
た
期
間
」
に
、
「
呈
示
を
」
を
「

提
示
又
は
支
払
の
請
求
を
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
を
削
り
、
同
項
第
三
号
を
同
項
第
二
号
と
し
、
同
条

第
二
項
中
「
規
定
す
る
小
切
手
」
を
「
掲
げ
る
証
券
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
十
五
条
中
「
日
本
郵
政
公
社
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
六
十
八
条
第
四
項
中
「
日
本
郵
政
公
社
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
」
に
、
「
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十

三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
県
が
加
入
す
る
公
金
に
関
す
る
郵
便
振
替
」
を
「
県

の
郵
便
貯
金
銀
行
」
に
改
め
る
。 

 

（
広
島
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 

広
島
県
吏
員
恩
給
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
八
年
広
島
県
告
示
第
九
百
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
三
条
第
一
項
中
「
郵
便
局
」
を
「
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条

第
二
項
ニ
規
定
ス
ル
郵
便
局
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
ニ
規
定

ス
ル
郵
便
貯
金
銀
行
ヲ
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
十
六
項
ニ
規
定
ス
ル
所



属
銀
行
ト
ス
ル
同
条
第
十
四
項
ニ
規
定
ス
ル
銀
行
代
理
業
ヲ
営
ム
郵
便
局
株
式
会
社
ノ
営
業
所
ト
シ
テ
当

該
銀
行
代
理
業
務
ヲ
行
フ
モ
ノ
ニ
限
ル
）
及
郵
便
貯
金
銀
行
ノ
営
業
所
（
以
下
「
郵
便
局
等
」
ト
謂
フ
）

」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
郵
便
局
ヲ
」
を
「
郵
便
局
等
ヲ
」
に
、
「
支
払
郵
便
局
届
」
を
「
支
払
郵

便
局
等
届
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
郵
便
局
ヲ
」
を
「
郵
便
局
等
ヲ
」
に
、
「
支
払
郵
便
局
変
更
届

」
を
「
支
払
郵
便
局
等
変
更
届
」
に
改
め
る
。 

 
 

別
記
第
二
十
三
号
書
式
中
「支

 
払
 
郵
 
便
 
局
 
届

」
を
「支

 
払
 
郵
 
便
 
局
 
等
 
届

」 
 
 
 
 
 
 
 

 

に
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め 

  

る
。 

 

別
記
第
二
十
四
号
書
式
中
「支

 
払
 
郵
 
便
 
局
 
変
 
更
 
届

」
を
「支

 
払
 
郵
 
便
 
局
 
 

  等
 
変
 
更
 
届

」
に
、
「殿

」
を
「様

」
に
、
「昭

和

」
を
「平

成
」
に
、 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 

 

                                                 

に
改
め
る
。 

                                
 
 
 
 
                                 

（
広
島
県
恩
給
給
与
細
則
の
一
部
改
正
） 

第
四
条 

広
島
県
恩
給
給
与
細
則
（
昭
和
二
十
五
年
広
島
県
規
則
第
二
百
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。 

 
 

第
十
条
第
一
項
中
「
郵
便
局
」
を
「
郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
二

項
に
規
定
す
る
郵
便
局
（
郵
政
民
営
化
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
九
十
四
条
に
規
定
す
る

郵
便
貯
金
銀
行
を
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九
号
）
第
二
条
第
十
六
項
に
規
定
す
る
所
属
銀

行
と
す
る
同
条
第
十
四
項
に
規
定
す
る
銀
行
代
理
業
を
営
む
郵
便
局
株
式
会
社
の
営
業
所
と
し
て
当
該
銀

行
代
理
業
務
を
行
う
も
の
に
限
る
。
）
及
び
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
（
以
下
「
郵
便
局
等
」
と
い
う
。

支
払
を
受
け
て

郵
便
局
等
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

月
渡
以
降
支

受
け
る
郵
便
局

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

支
払

郵
 

便
局

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
局

 

 
支

払
郵

便
 

局
等

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

従
来
支

払
を
受
け

て

い
た
郵
便
局
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
局

 

年
 
月
渡
以
降

支

払
を
受

け
る
郵
便

局

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵
便
局

 

従
来
支
払
を
受
け
て

い
た
郵
便
局
等
名

 
 
年
 
月
渡
以
降
支

払
を
受
け
る
郵
便
局

等
名

 
 

「
 

「
 

「

」

」
 

」

」

「

従
来
支
払
を
受
け
て

い
た
郵
便
局
名

 
 
年
 
月
渡
以
降
支

払
を
受
け
る
郵
便
局

名
 

 



）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
郵
便
局
を
」
を
「
郵
便
局
等
を
」
に
、
「
支
払
郵
便
局
届
」
を
「
支
払

郵
便
局
等
届
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
郵
便
局
を
」
を
「
郵
便
局
等
を
」
に
、
「
支
払
郵
便
局
変
更

届
」
を
「
支
払
郵
便
局
等
変
更
届
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
四
十
号
中
「支

 
 
払
 
 
郵
 
 
便
 
 
局
 
 
届

」
を
「支

 
 
払
 
 
郵
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

 
 
 

  
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 
 
 

 

別
記
様
式
第
四
十
一
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 

   
 
 
 
 
 
 
 

に
、 

     
 
 
 
 
 
 

を 

     
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 

 

（
広
島
県
税
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
五
条 

広
島
県
税
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
規
則
第
五
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
五
条
の
二
の
見
出
し
中
「
郵
便
局
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
」
に
改
め
、
同
条
中
「
郵
便
局

は
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
は
、
県
内
の
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
の
ほ
か
」
に
、
「
を
納
付
又

は
納
入
す
る
場
合
に
限
り
」
を
「
の
区
分
に
応
じ
」
に
、
「
郵
便
局
と
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所

と
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
郵
便
局
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
五
十
五
条
第
四
項
中
「
県
内
の
郵
便
局
若
し
く
は
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
郵
便
局
」
を
「
第
五
条

従
来
支
払
を
受
け

て
い
た
郵
便
局
等

名
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
年
 
月
渡
以
降

支
払
を
受
け
る
郵

便
局
等
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

従
来
支
払
を
受
け

て
い
た
郵
便
局
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
便

 局
 

 
年
 
月
渡
以
降

支
払
を
受
け
る
郵

便
局
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  便
 局

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵

 便
 局

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
郵

 便
 局

 

 支
払

郵
便

局
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「
 

」
 

局
 
 
等
 
 
届
」

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 郵

 便
 局

  
支

払
郵

便
局

等
名

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 「
支
 
払
 
郵
 
便
 
局
 
変
 
更
 
届
」

 
「
支
 
払
 
郵
 
便
 
局
 

 

等
 
変
 
更
 
届
」

 

「
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
 

「
 

「
 

」
 

」
 

便
 



の
二
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
の
営
業
所
」
に
改
め
る
。 

（
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
六
条 
広
島
県
税
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
広
島
県
規
則
第
九
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 
 

第
二
十
六
条
の
三
の
見
出
し
中
「
郵
便
振
替
」
を
「
郵
便
貯
金
銀
行
の
」
に
改
め
、
同
条
中
「
郵
便
振

替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
五
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
県
が
加
入
し
た
公
金
に
関
す
る
郵

便
振
替
」
を
「
県
の
郵
便
貯
金
銀
行
」
に
改
め
る
。 

 
 

第
二
十
八
条
の
三
第
三
項
中
「
郵
便
局
」
を
「
県
税
規
則
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
郵
便
貯
金
銀
行
の

営
業
所
」
に
改
め
る
。 

（
広
島
県
通
信
費
経
理
事
務
取
扱
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
七
条 

広
島
県
通
信
費
経
理
事
務
取
扱
規
則
（
昭
和
四
十
四
年
広
島
県
規
則
第
二
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
官
製
は
が
き
」
を
「
郵
便
葉
書
」
に
改
め
る
。 

別
記
様
式
第
一
号
中 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

に
改
め
る
。 

  

別
記
様
式
第
二
号
中 

 
 
 
 
 
 
 
 

を 
 
 
 
 
 
 
 
 

に
改
め
る
。 

 
 （

ふ
る
さ
と
広
島
の
景
観
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
八
条 

ふ
る
さ
と
広
島
の
景
観
の
保
全
と
創
造
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
三
年
広
島
県
規
則
第
六

十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
日
本
郵
政
公
社
の
項
を
削
る
。 

（
広
島
県
野
生
生
物
の
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
九
条 

広
島
県
野
生
生
物
の
種
の
保
護
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
広
島
県
規
則
第
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

第
十
三
条
第
一
号
サ
中
「
郵
便
局
（
郵
政
窓
口
事
務
の
委
託
に
関
す
る
法
律
」
を
「
郵
便
局
株
式
会
社

法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
郵
便
局
（
郵
便
窓
口
業
務
の
委
託
等
に
関

す
る
法
律
」
に
、
「
第
七
条
第
一
項
」
を
「
第
八
条
第
一
項
」
に
、
「
委
託
事
務
」
を
「
再
委
託
事
務
」

に
改
め
る
。 

（
広
島
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
） 

第
十
条 

広
島
県
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
施
行
規
則
（
平
成
七
年
広
島
県
規
則
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
十
六
条
中
第
八
号
を
削
り
、
第
九
号
を
第
八
号
と
し
、
第
十
号
を
第
九
号
と
す
る
。 

 

別
表
第
一
通
信
設
備
の
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

 
郵

便
切

手
及

び
郵

便
葉

書
代

郵
便

切
手

及
び

官
製

は
が

き
代

切
手

及
び

郵
便

葉
書

代
 

郵
便
切
手
及
び

官
製
は
が
き
代

郵
便
切
手
及
び

郵
便

葉
書

代

「
 

「

「
 

「

」

」

」
」



   
附 
則 

（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

（
広
島
県
会
計
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

２ 

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
郵
政
民
営
化
法
等
の
施
行
に
伴
う
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る

法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
整
備
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定

に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
振
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
号
）
第
三
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
規
定

す
る
払
出
証
書
及
び
整
備
法
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
郵
便
為
替
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
五

十
九
号
）
第
二
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
郵
便
為
替
証
書
に
つ
い
て
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
広
島
県
会
計
規
則
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。 

通
信
設
備 

 
 

郵
便
局
株
式
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
号
）
第
二
条
第
二
項
に
規
定

す
る
郵
便
局
及
び
西
日
本
電
信
電
話
株
式
会
社
の
支
店 


